
MAEDA & SUZUKI 
PATENT Co., LTD. 

 
 

Copyright(c)2006 MAEDA & SUZUKI PATENT Co., Ltd. 

 

特許庁審査基準改訂のお知らせ 

 

 この度、特許庁は「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」に

ついて審査基準を改定することを発表しました。 

 この、改訂審査基準は平成 21 年 11 月 1 日以降の出願の審査について適用さ

れます。 

 

～特許庁ホームページより抜粋～ 

＜参考＞改訂審査基準のポイント 

 

(1)第 II 部第 1章「産業上利用することができる発明」について 

(i)人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状

等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこととしま

した。 

(ii)組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、

生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加しました。 

(iii)細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないこ

とを明記し、関連技術の事例を追加しました。 

(iv)アシスト機器関連技術の事例を追加しました。 

 

(2)第 VII 部第 3章「医薬発明」について 

(i)医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知

の医薬と相違する場合には、新規性を認めることとしました。 

(ii)細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加しました。 

(iii)製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加しました。 

 

 改訂審査基準の詳しい内容については、特許庁ＨＰを参照下さい。 

 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_iyaku_shinsakijunkaitei.htm 
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